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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】令和3年6月17日(2021.6.17)

【公表番号】特表2021-511649(P2021-511649A)
【公表日】令和3年5月6日(2021.5.6)
【年通号数】公開・登録公報2021-021
【出願番号】特願2020-562823(P2020-562823)
【国際特許分類】
   Ｈ０５Ｂ  33/04     (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ  33/12     (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ  33/22     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/32     (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ  33/02     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  51/50     (2006.01)
   Ｇ０９Ｆ   9/30     (2006.01)
【ＦＩ】
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   Ｈ０５Ｂ   33/12     　　　Ｂ
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   Ｇ０９Ｆ    9/30     ３３８　
   Ｇ０９Ｆ    9/30     ３６５　
   Ｇ０９Ｆ    9/30     ３３０　

【手続補正書】
【提出日】令和2年7月29日(2020.7.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板と、前記基板上に順次設けられた複数のフィルム層と、を含み、少なくとも１つの前
記フィルム層はパターン化構造を有する表示パネルであって、前記表示パネルは、少なく
とも第１の位置と、前記第１の位置とは異なる第２の位置とを有し、前記第１の位置及び
前記第２の位置に前記表示パネルの厚さ方向に沿って通過するフィルム層は異なり、前記
第１の位置に前記表示パネルの厚さ方向に沿って通過するフィルム層の数はｉであり、各
フィルム層の厚さはそれぞれｄ１、ｄ２……ｄｉであり、前記第２の位置に前記表示パネ
ルの厚さ方向に沿って通過するフィルム層の数はｊであり、各フィルム層の厚さはそれぞ
れＤ１、Ｄ２……Ｄｊであり、ｉ、ｊは自然数であり、前記第１の位置及び前記第２の位
置は、
Ｌ１＝ｄ１＊ｎ１＋ｄ２＊ｎ２＋…＋ｄｉ＊ｎｉ、
Ｌ２＝Ｄ１＊Ｎ１＋Ｄ２＊Ｎ２＋…＋Ｄｊ＊Ｎｊ、
（ｍ－δ）λ≦Ｌ１－Ｌ２≦（ｍ＋δ）λ、
（ここで、ｎ１、ｎ２…ｎｉはそれぞれ前記第１の位置に前記表示パネルの厚さ方向に沿
って通過するフィルム層に対応するフィルム層係数であり、Ｎ１、Ｎ２…Ｎｉはそれぞれ
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前記第２の位置に前記表示パネルの厚さ方向に沿って通過するフィルム層に対応するフィ
ルム層係数であり、ｎ１、ｎ２…ｎｉ、Ｎ１、Ｎ２…Ｎｊは１～２の定数であり、λは３
８０～７８０ｎｍの定数であり、ｍは自然数であり、δは０～０．２の定数である）とい
う条件を満たすことを特徴とする表示パネル。
【請求項２】
前記表示パネルは、アクティブマトリクス有機発光ダイオード表示パネル又はパッシブマ
トリクス有機発光ダイオード表示パネルであり、前記フィルム層は、封止層、第２の電極
層、発光層、第１の電極層、及び画素定義層を含み、
前記第１の位置又は第２の位置に通過するフィルム層は、それぞれ第１の経路、第２の経
路又は第３の経路であり、
前記第１の経路は、封止層、第２の電極層、発光層、第１の電極層、及び基板を含み
前記第２の経路は、封止層、第２の電極層、画素定義層、第１の電極層、及び基板を含み
、
前記第３の経路は、封止層、第２の電極層、画素定義層、及び基板を含むことを特徴とす
る請求項１に記載の表示パネル。
【請求項３】
前記表示パネルは、薄膜封止方式を採用したフレキシブルディスプレイ又はハードディス
プレイであり、前記封止層は薄膜封止層を含み、前記薄膜封止層は有機材料封止層を含み
、前記第１の経路の有機材料封止層の厚さは、他の経路の有機材料封止層の厚さよりも大
きいか、又は
前記表示パネルは、ガラス粉封止方式を採用したハードディスプレイであり、前記封止層
は、真空ギャップ層及び封止基板を含み、前記第１の経路の真空ギャップ層の厚さは、他
の経路の真空ギャップ層の厚さよりも大きいことを特徴とする請求項２に記載の表示パネ
ル。
【請求項４】
前記表示パネルはアクティブマトリクス有機発光ダイオード表示パネルであり、前記フィ
ルム層は導電線を更に含み、
前記第１の位置又は第２の位置を通過するフィルム層は、第４の経路を更に含み、前記第
４の経路は、封止層、第２の電極層、画素定義層、導電線、及び基板を含み、
ここで、前記導電線は単層線路であり、前記導電線は前記第１の電極層と同じ層に設けら
れ、且つ前記導電線と前記第１の電極層との材料は同じであり、前記第４の経路と前記第
２の経路に含まれるフィルム層及びフィルム層の厚さは同じであり、
又は、前記導電線は多層線路であり、前記導電線における少なくとも一層は前記第１の電
極層と同じ層に設けられ、且つ前記導電線と前記第１の電極層との材料は同じまたは異な
ることを特徴とする請求項２に記載の表示パネル。
【請求項５】
前記導電線は二層線路であり、第１の導電線路及び第２の導電線路を含み、前記第１の導
電線路は前記第１の電極層と同じ層に設けられ、前記フィルム層は平坦化層を更に含み、
前記第２の導電線路は、平坦化層と前記基板との間に設けられ、前記第１の導電線路及び
前記第２の導電線路と前記第１の電極層との材料は同じであり、前記第４の経路は、封止
層、第２の電極層、画素定義層、前記第１の導電線路及び／又は前記第２の導電線路、基
板を含み、
ここで、前記基板上の前記導電線の投影が前記基板上の前記第１の電極層の投影と部分的
に重なる場合、前記経路は第５の経路を更に含み、前記第５の経路は、封止層、第２の電
極層、発光層、第１の電極層、第２の導電線路、及び基板を含むことを特徴とする請求項
４に記載の表示パネル。
【請求項６】
前記画素定義層上に画素開口が形成され、前記画素開口は、第１タイプの画素開口を含み
、前記基板上の前記第１タイプの画素開口の投影の各辺はいずれも曲線であり、且つ各辺
が互いに平行ではないことを特徴とする請求項２に記載の表示パネル。
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【請求項７】
前記導電線は延伸方向に湾曲して設けられ、前記第１の電極の周りに前記導電線が設けら
れ、前記導電線は前記第１の電極の縁に円弧状に延びることを特徴とする請求項４に記載
の表示パネル。
【請求項８】
前記表示パネルはパッシブマトリクス有機発光ダイオード表示パネルであり、前記フィル
ム層は画素定義層上に設けられた分離カラムを更に含み、前記経路は第６の経路を更に含
み、前記第６の経路は、第２の電極層、分離カラム、画素定義層、及び基板を含み、前記
分離カラムの材料は透明な材料であり、又は、前記表示パネルはパッシブマトリクス有機
発光ダイオード表示パネルであり、延伸方向での前記第１の電極又は第２の電極の２つの
辺はいずれも波状であり、前記２つの辺のピークは対向して設置され、且つトラフは対向
し、隣接する第１の電極又は第２の電極のピーク及びトラフは、ピークがずれているよう
に設けられることを特徴とする請求項２に記載の表示パネル。
【請求項９】
前記フィルム層は画素定義層上に設けられた分離カラムを更に含む場合、前記分離カラム
は複数の第１タイプの分離カラムを含み、前記第１タイプの分離カラムの延伸方向に、前
記第１タイプの分離カラムの幅は連続的又は断続的に変化し、前記延伸方向は前記基板に
平行であり、前記幅は、前記延伸方向に垂直な方向での、前記基板上に形成された前記第
１タイプの分離カラムの投影のサイズであることを特徴とする請求項８に記載の表示パネ
ル。
【請求項１０】
ディスプレイであって、少なくとも１つの表示領域を有し、前記少なくとも１つの表示領
域は第１の表示領域を含み、前記第１の表示領域の下方に感光性デバイスを設けることが
でき、
前記第１の表示領域に請求項１～９のいずれか一項に記載の表示パネルが設けられ、前記
少なくとも１つの表示領域の各表示領域はいずれも動的又は静的画像を表示することに用
いられることを特徴とするディスプレイ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図２３】
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